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１ 事業概要  

地域の産業力向上を図るためには、地域の原動力となるべき中小企業者の持続的な

経営及び活性化が必要不可欠です。 

本補助金は、新たな販路の開拓やデジタル技術導入、企業の人材確保、ＢＣＰ策定

等に取り組む中小企業者を支援するため、それに要する経費について補助するもので

す。 
 

２ 補助対象期間  

 交付決定日から令和９年２月２６日（金）まで 

※ 期間外に導入・支払いをした経費については、補助対象外となります。 

申請受付期間は、令和８年４月１日（水）から令和９年１月２９日（金）まで 

 ※ 定期的に経費を支払う場合（Ｗｅｂサービスの月額払い等）は、令和９年２月

２６日（金）までに支払いが完了する経費を補助対象とします。 

 ※ 一定期間分の経費を一括で支払う場合（Ｗｅｂサービスの年額払い等）は、 

１か月単位（１か月に満たない日数は切り捨て）の按分によって算出した「補助

事業期間内に相当する部分」のみを補助対象とします。 

 

３ 補助金額  

 補助金の額  補助対象経費の２分の１以内（千円未満切捨） 

 補助上限額  １補助事業者当たりの上限額１０万円 

 

４ 補助対象者（共通要件） 

 以下の全てを満たす事業者とします。 

（１） 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者、

その他法人又は個人事業主。(※１) 

（２） 市税の納税義務者であること。 

（３） 市税を滞納していないこと。 

（４） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）第２条に規定する事業を営む者でないこと。 

（５） 公共団体、政治団体又は宗教上の団体でないこと。(※２) 

（６） 暴力団と関係している事業者でないこと。 

(※１) その他法人とは 

    特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、労働者協

同組合等の各種法人が対象となります。 

    個人事業主とは 

    株式会社等の法人を設立せずに自ら営業を行っている人であり、収入金額のうち事

業収入が主な収入である方を対象とします。 

(※２) 宗教法人は対象外となります。 

  



- 2 - 
 

５ 補助対象事業、経費及び補助対象者  

 各事業区分の補助対象事業及び補助対象者は以下のとおりです。 

 同じ事業区分内であれば複数の補助事業で申請することができます。 

 同一年度に申請できるのは１事業区分１回を限度とします。 

※同一年度に申請できるのは１回のみです。 

 

【事業区分１】ＩＴ導入事業 

補助事業 補助対象経費 補助対象者（個別要件） 

(1)ＩＴツー

ル等の導入 

「顧客対応・販売支援」「決済・債権

管理・資金回収管理」「調達・供給・

在庫・物流」「業種固有プロセス」「会

計・財務・資産・経営」「総務・人事・

給与・労務・教育訓練・テレワーク基

盤」のうち、いずれかの改善につなが

るＩＴツールを市内の事業所等に導

入するために必要な費用 

蒲郡市内に事業所等を有する

こと。 

(2)ホームペ

ージの作成

または改修 

委託費、デザイン費、ドメイン取得

費、ホームページ作成に付随する動

画、写真撮影費 

・法人の場合、市内に主たる事

業所を有すること。 

・個人事業主の場合、市内に事

業所等を有すること。 
(3)通販サイ

トへの新規

出店 

通販サイト（電子商取引サービス）を

新たに活用する上で必要となる経費 

［対象とならない例］ 

 ・ ハードウェアの導入に係る経費 

 ・ ＩＴツール導入に係るコンサルティング費用 

 ・ 利用にあたって新規開発、追加機能開発、大幅なカスタマイズ等が必要となる

ＩＴツールの導入費用 

 ・ 市外事業所へのＩＴツール導入費用（市内事業所と一括で導入する場合は、市

内事業所分に相当する部分のみ補助対象とします。） 

 ・ 広告宣伝費、広告宣伝に類するもの 

 ・ 通信費、消耗品費、電気代等の諸経費 

 ・ 各種保証料または保険料 

 ・ 販売や有償レンタルを目的として購入するＩＴツールに係る経費 

 ・ オペレーティングシステムの導入に関する費用 

・ 申請年度を除く過去３年間に出店していた通販サイトに対する経費 
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【事業区分２】販路開拓事業 

補助事業 補助対象経費 補助対象者（個別要件） 

(1)機械装置

等の導入 
補助事業遂行のために必要な機械装

置等の購入に要する経費 

蒲郡市内に事業所等を有する

こと。 

 ※ 具体的な取り組みにおいてその必要性を説明できるもの。通常の生産活動のた

めの設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は対象となりません。 

［対象となる例］ 

 ・ 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア 

 ・ 衛生向上や省スペース化のためのショーケース 

 ・ 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫 

 ・ 新たなサービス提供のための製造・試作機械（特殊印刷プリンター、３Ｄプリ

ンター等） 

 ・ 自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大

蔵省令第１５号）」の「機械及び装置」区分に該当するもの（例：ブルドーザー、

パワーショベルその他の自走式作業用機械設備） 

［対象とならない例］ 

 ・ 自動車等車両（ただし、「減価償却資産の耐用年数等に係る省令（昭和４０年大

蔵省令第１５号）の「機械及び装置」区分に該当するものを除く） 

 ・ 事務用品等の消耗品 

 ・ パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・ウェアラブル端末・

ＰＣ周辺機器（ハードディスク・ＬＡＮ・Ｗｉ－Ｆｉ・サーバー・モニター・ス

キャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等）・電話機・家庭用電気機械器

具・自転車・文房具など汎用性が高く目的外使用になり得るもの 

 ・ 機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う当該機械装置等の購入や

仕入れ（デモ・見本品としても不可） 

 ・ 古い機械装置等の撤去・廃棄費用 

 ・ 船舶 

 ・ 動植物 

・ 有償で貸与することを目的とした機械装置等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 
 

補助事業 補助対象経費 補助対象者（個別要件） 

(2)広告宣伝の実施 パンフレット・販促ポス

ター・チラシ・映像等Ｐ

Ｒ資材作成費、企画費、

デザイン費、撮影費、編

集費、印刷製本費 

・法人の場合、市内に主たる事

業所を有すること。 

・個人事業主の場合、市内に事

業所等を有すること。 

 ※ 販路開拓を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のＰＲや営業活動に

活用される広報費は補助対象となりません。 

 ※ 市外の店舗又は事務所のみに対する広告宣伝は、補助対象外となります。 

 ※ クリック数などで変動する従量制の広告宣伝は、補助対象外となります。 

※ 同一の内容のチラシに係る経費は、連続して２年まで申請可能としますが、計

画において事業の拡張性・発展性を求めます。 

［対象となる例］ 

 ・ チラシ・ＤＭ・カタログの外注や発送 

 ・ 新聞・雑誌・インターネット広告 

 ・ 新規顧客層の獲得につながる看板作製・設置 

 ・ 試供品（販売用商品と明確に異なるもののみ） 

 ・ 販促品（商品・サービス等の宣伝広告が含まれている場合のみ） 

［対象とならない例］ 

 ・ 事業者名のみの看板 

補助事業 補助対象経費 補助対象者（個別要件） 

(3)展示会出展 展示会等への出展及び

参加に係る経費、小間装

飾費、運搬費、通訳料、

翻訳料 

・法人の場合、市内に主たる事

業所を有すること。 

・個人事業主の場合、市内に事

業所等を有すること。 

 ※ その場での小売が主となるもの、販路開拓に繋がらないものは補助対象となり

ません。 

 ※ 展示会等の出展については、申込みは交付決定前でも構いませんが、請求書の

発行日や出展料等の支払日が交付決定日以前となる場合は補助対象となりませ

ん。 

 ※ 同一の展示会への出展に係る経費は、連続して２年まで申請可能としますが、

計画において事業の拡張性・発展性を求めます。 

［対象とならない例］ 

 ・ 会場までの交通費、宿泊費 

 ・ 出店に係るレンタカー代、駐車場代 

 ・ 文房具等事務用品などの消耗品費 
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【事業区分３】人材確保事業 

補助事業 補助対象経費 補助対象者（個別要件） 

(1)合同企業

説明会への

出展 

合同企業説明会等への出展及び参加

に係る経費、小間装飾費、運搬費、通

訳料、翻訳料 

・法人の場合、市内に主たる事

業所を有すること。 

・個人事業主の場合、市内に事

業所等を有すること。 

 

(2)求人サイ

ト掲載又は

人材マッチ

ングサービ

ス登録を活

用する事業 

求人サイトへの掲載又は人材マッチ

ングサービスへの登録に係る費用 

支援費（雇用条件等に対する助言及

び取材、原稿作成等に係る費用） 

 ※ 人材マッチングサービスとは、中小企業者等側が登録された人材の情報を検索

することができ、かつ、当該人材に直接アプローチ及びスカウトをすることがで

きるサービスです。 

 ※ 合同企業説明会への出展については、申込みは交付決定前でも構いませんが、

請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日以前となる場合は補助対象と

なりません。 

［対象とならない例］ 

 ・ 会場までの交通費、宿泊費 

 ・ 出店に係るレンタカー代、駐車場代 

 ・ 文房具等事務用品などの消耗品費 

 

【事業区分４】ＢＣＰ策定事業 

補助事業 補助対象経費 補助対象者 

(1)ＢＣＰ策

定又は改訂 

ＢＣＰ又は事業継続力強化計画の策

定又は改訂に際して専門家の助言を

受けるため、コンサルタント、アドバ

イザー等に対して支払う経費 

コンサルティング等委託料、書類作

成費、専門家謝金 

・法人の場合、市内に主たる事

業所を有すること。 

・個人事業主の場合、市内に事

業所等を有すること。 

 

(2)事業継続

力強化計画

の策定又は

改訂 

 

 

補助対象外経費（各事業区分共通） 

・消費税及び地方消費税 

・振込手数料 

・割賦支払の方法によるもの 
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６ 交付申請手続  

（１） 申請受付期間 

    令和８年４月１日（水）から令和９年１月２９日（金）まで 

    ※ 受付は土日祝日を除く、午前９時から午後４時３０分まで 

    ※ 申請された補助金の額が予算額を超えた場合は、上記期間内であっても

申請の受付を終了します。 

（２） 提出先 

    〒４４３－８６０１ 

    愛知県蒲郡市旭町１７番１号 

    蒲郡市役所 産業振興部 産業政策課 産業政策係 

（３） 提出方法 

    郵送、電子申請または持参 ※郵送時は受付期間内必着とします。 

（４） 提出書類 

 ☆共通書類 

１ 補助金交付申請書（第１号様式） 

２ 補助事業計画書（第２号様式） 

３ 補助事業予算書（第３号様式） 

４ 予算の根拠となる資料（見積書の写しなど） 

５ 申請者本人の身分を証明する書類 

【個人】 運転免許証等 

【法人】 登記簿謄本等 

６ 【個人事業主のみ】事業を実施していることがわかる資料 

直近の確定申告書の写し 

※申告書で蒲郡市内の事業所住所が確認できない場合は以下の書類 

 ・事業所住所の確認できるホームページ等の写し 
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 ☆補助事業ごとに必要な書類 

 補助事業 提出書類 

IT
導
入
事
業 

(1)IT ツール等の導入 導入するＩＴツール等の金額・機能が分かるパ

ンフレットやホームページの写し等 

(2)ホームページの作成又は

改修 

改修後の内容がわかる資料又は改修案となる

ホームページの写し、改修前の自社等のホーム

ページの写し等 

(3)通販サイトへの新規出店 活用する電子商取引サービスの内容が分かる

資料等 
販
路
開
拓
事
業 

(1)機械装置等の導入 カタログなど製品情報のわかる書類 

(2)広告宣伝の実施 作成する成果物の概要のわかる書類 

(3)展示会出展 展示会の開催案内等小間料が分かる書類の写

し 
人
材
確
保
事
業 

(1)合同企業説明会への出展 合同企業説明会の開催案内等小間料がわかる

書類の写し 

(2)求人サイト掲載又は人材

マッチングサービス登録

を活用する事業 

⑴ 求人サイト又は人材マッチングサービス

の概要が確認できるもの（ホームページ、パ

ンフレット等） 

⑵ 求人サイトへの掲載期間又は人材マッチ

ングサービスへの登録がわかる書類の写し

（利用契約書の写し等） 
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
事
業 

(1)ＢＣＰ策定又は改訂 改訂の場合、改訂前のＢＣＰ又は事業継続力強

化計画 

(2)事業継続力強化計画の策

定又は改訂 

 

（５） その他 

   ・ 補助金交付申請書、補助事業計画書、補助事業予算書（第１号から第３号

様式まで）のデータは蒲郡市ホームページからダウンロードできます。 

    １１ 問い合わせ先をご覧ください。 

   ・ 申請書提出後に、必要に応じて、追加説明資料の提出依頼や申請内容に関

するヒアリングを行う場合があります。 

   ・ ご提出いただいた書類は審査結果にかかわらず返却しません。控えが必要

な方は、提出前に各自で控えをご準備ください。 
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７ 交付審査結果の通知  

（１） 要件審査 

    ご提出いただいた書類に基づき審査を行います。 

（２） 結果の通知 

    申請者全員に対して、補助金の交付（一部交付）又は不交付の決定を書面に

て通知します。審査結果の内容についての問合せには応じかねますのでご了承

ください。 

 

８ 実績報告の提出  

 交付決定後、補助事業を実施していただき、事業が完了（※１）しましたら実績報

告書等の必要書類をご提出ください。 

※１「事業完了」とは、「購入した物品の納品や、実施した事業の完了」及び「代金の

支払完了（口座・クレジット払いの場合は引き落とし完了）」のいずれも完了している

ことを指します。 

（１） 提出期限 

    全ての補助事業が完了した日から起算して３０日以内、または令和９年２月

２６日のいずれか早い期日まで 

（２） 提出先 ※交付申請時と同様 

    〒４４３－８６０１ 

    愛知県蒲郡市旭町１７番１号 

    蒲郡市役所 産業振興部 産業政策課 産業政策係 

（３） 提出方法 

    郵送、電子申請または持参 

（４） 提出書類 

  ☆共通書類 

１ 実績報告書（第１０号様式） 

２ 補助事業実施報告書（第１１号様式） 

３ 補助事業決算書（第１２号様式） 

４ 請求金額及び支払いが完了していることがわかる書類 

※領収書、通帳、口座振込依頼書、クレジットカード明細等の写しなど 

５ 補助事業を実施したことが分かる書類又は写真 
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  ☆補助事業ごとに必要な書類 

 補助事業 提出書類 

IT
導
入
事
業 

(1)IT ツール等の導入 導入したＩＴツールが起動している状態の

画面を撮影した写真 

(2)ホームページの作成又は改

修 

作成又は改修したホームページの写しで、

ＵＲＬが判別できるもの 

(3)通販サイトへの新規出店 電子商取引サービスを新たに活用したこと

が分かるホームページの写しで、ＵＲＬが

判別できるもの 

販
路
開
拓
事
業 

(1)機械装置等の導入 事業成果がわかる写真等（購入した機械装

置等を設置した写真） 

(2)広告宣伝の実施 事業成果がわかる写真等（チラシ等の場合

は現物） 

(3)展示会出展 ⑴ 出展小間の写真 

⑵ 会場案内図等出展したことが確認でき

るもの 

人
材
確
保
事
業 

(1)合同企業説明会への出展 ⑴ 出展小間の写真 

⑵ 会場案内図等出展したことが確認でき

るもの 

(2)求人サイト掲載又は人材マ

ッチングサービス登録を活用す

る事業 

求人サイトの掲載画面等の写しで、ＵＲＬ

が判別できるもの又は人材マッチングサー

ビスを利用した日がわかる書類 

Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
事
業 

(1)ＢＣＰ策定又は改訂 ⑴ 策定又は改定したＢＣＰ又は事業継続

力強化計画 

⑵ 委託契約書等 

⑶ 事業継続力強化計画の場合、事業継続

力強化計画の認定通知の写し 

(2)事業継続力強化計画の策定

又は改訂 
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（５） その他 

   ・ 交付決定を受けた補助事業の内容の変更希望や、一部中止や割引等により

経費及び補助金の減額等がある場合は、変更承認申請書（第６号様式）の提

出が必要です。 

   ※ 補助金の増額変更はできません。また審査の結果、変更を認めず、変更部

分について補助対象外となる場合があります。 

    ・ ポイント等を利用した支払いの場合は値引き扱いとし、補助対象経費の支

払い金額から除外します。 

   ・ 交付決定を受けた補助事業をすべて中止した場合は、中止承認申請書（第

８号様式）の提出が必要です。 

   ・ 実績報告書、補助事業実施報告書、補助事業決算書（第１０号から第１２

号様式まで）、交付請求書（第１４号様式）、変更承認申請書（第６号様式）

及び中止承認申請書（第８号様式）のデータは蒲郡市ホームページからダウ

ンロードできます。 

    １１ 問い合わせ先をご覧ください。 

   ・ 実績報告書の提出後に、必要に応じて、追加説明資料の提出依頼や実績の

詳細に関するヒアリングを行う場合があります。 

 

９ 補助金額の確定  

（１） 確定審査 

    ご提出いただいた書類に基づき、確定審査を行います。 

（２） 通知 

    確定した補助金額を書面にて通知します。審査結果の内容についての問合せ

には応じかねますのでご了承ください。 
 

１０ 注意事項  

（１） 補助金の経理 

    補助金に係る経理については、収支を明確にした証拠の書類を整備し、かつ、

これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存

してください。 

（２） 補助事業終了後の調査 

    補助事業終了後においても、事業成果に関する調査に応じていただくことが

ありますので、あらかじめご了承ください。 

（３） 交付決定の取り消し・補助金の返還 

    本事業の要綱に違反したとき、補助事業の申請・報告等で不正な行為があっ

たとき、補助金の運用を不適当と認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、

返還を求めることがあります。 

（４） 他の補助金への同一の経費での申請について 

    国、県又はその他の機関から同一の経費で補助金等の交付決定を受けている

事業については補助対象外とします。ただし、当該事業とがんばる補助金の交
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付に係る事業の内容が同一でない場合は、補助対象とします。 

 

１１ 問い合わせ先 

 〒４４３－８６０１ 

 愛知県蒲郡市旭町１７番１号 

 蒲郡市役所 産業振興部 産業政策課 産業政策係（新館２階） 

 ＴＥＬ：０５３３－６６－１１１８ 

 ＦＡＸ：０５３３－６６－１１８８ 

 メール：sangyo@city.gamagori.lg.jp 

 

・ 蒲郡市役所のホームページにて、必要書類の書式を掲載しております。 

  蒲郡市 がんばる補助金と検索していただくか、下記のＱＲコードを読み取っ

てアクセスしてください。 

 （アドレス：https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/sangyo/ganbaru-hojo.html） 
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補助申請から支払いまでの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 蒲郡市 

手続きの流れ・提出書類 

申 請 

決定通知 

報 告 

確定通知 

請 求 

 

交付請求書の作成・提出 
（確定通知書の受領後、速やかに） 

※補助金に係る経理上の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する
会計年度の終了後７年間は保存してください。 

 

補助額の確定 

受 理 

審 査 

交付（または不交付）
の決定 

受 理 

審 査 

※審査の結果、不交付と判断され
たものには、「不交付決定通知」

を送付します。 

補助金の支払い 

事業の実施 

実績報告 
※報告期限 
補助事業が完了した日から３０日
以内または 
令和９年２月２６日（金）のいず
れか早い期日 
 

交付申請 
※申請期間 令和９年１月２９日（金）まで 
※交付決定前に発生した経費は補助対象外と

なります 
※申請された補助金の額が予算額を超えると
きは、期限内であっても申請の受付を終了 


